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                               （１０時００分） 

                                       

開会・挨拶      

 

●議長 

 皆さん、おはようございます。 

 第２回臨時会出席大変ご苦労さまです。 

 只今、出席議員９名で、定足数に達しておりますので、平成２６年奈井江町議会第２

回臨時会を開会します。 

 これから、本日の会議を開きます。 

                                

                                       

日程第１ 会議録署名議員の指名について      

 

●議長 

 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第１２２条の規定により、３番三浦議員、４番大矢議員

を指名します。 



 

                                

                                       

日程第２ 会期の決定について      

 

●議長 

 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 おはかりします。 

 今期、臨時会の会期は、本日１日間としたいと思います。 

 ご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 会期は、本日１日間と決定しました。 

                                

                                       

日程第３ 議案第１号の上程・説明・質疑・討論・採決      （１０時０１分） 

 

●議長 

 日程第３、議案第１号「平成２６年度奈井江町下水道事業会計補正予算（第２号）の

専決処分の承認を求めることについて」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 おはようございます。 

 議案書１頁をお開き下さい。 

 議案第１号「専決処分の承認を求めることについて」 

 地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、次のとおり専決処分をしたので、同条

第３項の規定により報告し、承認を求める。 

 記と致しまして、平成２６年度奈井江町下水道事業会計補正予算（第２号）。 

 専決事項は、平成２６年度奈井江町の下水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定

めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３７１万２千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ５億８７１万２千円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予



 

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 専決処分を行った日は、平成２６年１１月４日であります。 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入、１款使用料及び手数料３７１万２千円を追加し１億２，４０２万９千円、歳入

合計３７１万２千円を追加し５億８７１万２千円。 

 歳出、１款下水道費１３８万５千円を追加し７，５２１万９千円、３款予備費２３２

万７千円を追加し２４７万３千円、歳出合計３７１万２千円を追加し５億８７１万２千

円。 

 補正予算（第２号）の概要について、説明を申し上げます。 

 今回の補正につきましては、１１月３日に、道道奈井江江別線沿線において発生を致

しました、長年の食用油の固着よる汚水本管の排水不良に対し、急きょ下水道管洗浄な

どの対応が必要なことから１１月４日付での専決処分を行ったものであります。 

 なお、業務用の下水道使用料に増額が見込めることから、併せて増額補正を行い、財

源に充当しようとするものであります。 

 それでは、補正予算の内容について、歳出から説明致しますので、５頁をお開き下さ

い。 

 下水道費の下水道維持費では、公共下水道施設維持管理に要する経費として、下水道

管洗浄などで１３８万５千円を追加計上致しております。 

 次に、歳入についてご説明を致します。 

 ４頁にお戻り下さい。 

 使用料及び手数料、使用料、下水道使用料では、業務用下水道使用料の見込み精査を

行い３７１万２千円を追加計上致しております。 

 以上における歳入歳出の差２３２万７千円につきましては、５頁の歳出予算の予備費

に追加計上を行って、収支の均衡を図ったところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご承認を

お願い致します。 

 

●議長                            

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 森議員。 

 

●６番 

 １点ほどお聞きしたいと思います。 

 今、副町長の方から説明ありましたけれども、５頁の修繕料、下水道が詰まったので、

修繕したということですけれども、これは単純に詰まったという認識でよろしいかと思

いますけれども、こういうことが過去にも例があったのかないのか、もう一度確認した

いと思います。 



 

 

●議長 

 大津課長。 

 

●まちなみ課長 

 改めまして、おはようございます。 

 只今の森議員からのご質問でございます。 

 先ほど副町長がご説明申し上げました通り、１１月３日の日に、道道江別奈井江線の

沿線住民から排水の流れが悪いと通報がございまして、担当職員が現地を確認したとこ

ろ、汚水本管の所で、油の固着物がみつかったということで、その下流から上流にかけ

まして、約６００ｍほど、汚水管の中に滞留がありました。 

 今回、固着物の除去、それと上流までの洗浄を行ったところであります。 

 過去においては、このような汚物が詰まって、流れが悪くなったという所はございま

せんし、毎年、汚水管の清掃を行っておりました。 

 今回この路線につきましては、まだ新しい管なものですから、まだ汚水管の洗浄を行

っておりませんけれども、毎年、汚水管洗浄、古い順から行っておりますので、今後そ

のような維持管理に努めて参りたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 

●議長 

 森議員。 

 

●６番 

 今、課長の答弁の中に、新しい管というお話があったんですけれども、新しい管がこ

んなに早く詰まることがあるんですか。 

 

●議長  

 まちなみ課長。 

 

●まちなみ課長 

 今回の詰まった原因につきましては、あくまでも食用油等の付着が原因で、そこに汚

物が詰まったということで、本来でありますと管洗浄は古い順から行っておりますけれ

ども、今回は固着物、油が原因で詰まったということでありますので、それにつきまし

ては、今後も管の洗浄等で除去していきたいと考えております。 

 

●議長 

 他にございませんか。 

 

（なし） 

 



 

●議長 

 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第１号を採決します。 

 本案は、原案のとおり承認することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり承認されました。 

 

                                       

日程第４ 議案第７号の上程・説明・質疑・討論・採決      （１０時０７分） 

 

●議長 

 日程第４、議案第７号「奈井江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」を

議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 ３４頁をお開き下さい。 

 議案第７号「奈井江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例」 

 第１条、奈井江町職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 以下、６０頁をお開き頂きたいと思います。 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 本件につきましては、平成２６年の人事院勧告で、国家公務員の官民格差の是正によ

る給与改正が行われることから、奈井江町においても同様に、給料、手当等の改定を致

したく、本条例の一部を改正しようとするものであります。 

 主な改正点と致しましては、第１条関係では、本年４月から適用するものとして、若

年層を中心に各給料表の給料を平均０．３％引き上げるとともに、本年１２月１日から



 

施行するものと致しましては、勤勉手当の１２月期の支給月数を引上げ、０．８２５月

とするものであります。 

 次の頁に渡りますが、通勤手当におきましては、民間の支給状況を踏まえて自家用自

動車など、交通用具使用者の距離区分に応じた引上げを行うものであります。 

 第２条関係では、平成２７年４月１日から施行するものと致しまして、勤勉手当の各

期の支給月数を０．７５月に変更するほか、寒冷地手当につきましては、奈井江町の支

給地域が１級地から２級地に変更されたことに伴い、支給金額の減額を行うものであり

ます。 

 以上、奈井江町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明致しまし

たので、よろしくご審議の上、ご決定をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第７号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第５ 議案第８号の上程・説明・質疑・討論・採決      （１０時１１分） 

 

●議長 

 日程第５、議案第８号「特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例」を議題と

します。 



 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書６２頁をお開き下さい。 

 議案第８号「特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例」 

 特別職の給与に関する条例の一部を次のように改正する。 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 本件につきましても、今ほど可決を頂きました、平成２６年人事院勧告による一般職

の勤勉手当の支給率の引上げに合わせまして、町長及び副町長、教育長に支給する期末

手当につきましても、同様に支給率の引上げを行いたく、本条例の一部を改正しようと

するものであります。 

 改正の内容につきましては、平成２６年度においては、勤勉手当１２月期の支給月数

を２．１６月に変更するとともに、２７年度において勤勉手当の各期の支給月数を０．

０７月分追加するものであります。 

 以上、特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例について説明致しましたので、

よろしくご審議の上、ご決定をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第８号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 



 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第６ 会議案第１号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時１３分） 

 

●議長 

 日程第６、会議案第１号「奈井江町議会の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一

部を改正する条例」を議題とします。 

 事務局長に朗読させます。 

 事務局長。 

 

●事務局長 

（会議案第１号）朗読 

 

●議長 

 提出者の補足説明があれば発言を許します。 

 森議員。 

 

●６番 

 只今の条例改正案につきましては、内容は、今、事務局長が朗読されたとおりでござ

います。 

 平成２６年の人事院勧告に基づき、改正について、職員は給与等の改正、そして特別

職においては、期末手当の支給率の引上げにつきまして、先ほど可決したところであり

ます。 

 私たち議会は、これまで議員報酬については、人事院勧告や特別職の措置、財政状況

などを鑑みながら、見直してきた経過があります。 

 本年度においても、人事院勧告、特別職とのバランス等や議員活動を考えた時に、大

所高所で考慮しながら、期末手当の支給率を０．１５ヶ月分上げる本条例を提案するも

のであります。 

 全議員の賛同をよろしくお願いを申し上げます。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 



 

 討論を行います。 

 三浦議員。 

 

●３番 

 本議案は、議員提案ではありますが、私は反対の立場で発言いたします。 

 人事院勧告の制約を受ける職員給与と報酬を２０％もカットしている特別職について

の今回の改正は当然のことと思っております。 

 しかし、議員報酬については、人事院勧告とは関係なく、議員提案をもとに議会が自

主的に決めることができるものです。 

 従って、その報酬や手当、及び政務調査費等が適正かどうかを判断する基準は、町民

の納得が得られる内容かどうかにあると思います。 

 この点で、２つの観点から考えたいと思います。 

 まず、第一に、昨今の町民生活の現状です。 

 減り続ける年金や、実質賃金低下のもとで、４月からの消費税８％への増税、金融緩

和による食料品等の値上がり、そして、これから冬に向かって、高止まりしている灯油

代や、今月から値上げされた電気料金などで、苦しいやり繰りを強いられているのが現

状です。 

 このようなときに、議員手当の増額が、町民の理解を得られるのか、はなはだ疑問で

す。 

 議員手当増額の前に、もっと切実な、町民の生活援助のためにこそ、予算を使うべき

と考えます。 

 二つ目は、この４年間、検討されてきた、町議会活性化との関連です。 

 全国的に「開かれた議会」へと改革が進められていますが、「奈井江町まちづくり自

治基本条例」を、議会として実践する立場からも、情報の積極的な公開が急がれていま

す。 

 奈井江町議会として、情報公開を進め、議会活性化の方向を示し、その財政的裏付け

として、議員報酬や手当、及び政務調査費が論ぜられるべきであると考えます。 

 しかし、残念ながらこの４年間の任期において、活性化の方向は未だ定まっておりま

せん。 

 この状況での、議員手当改正は時期尚早と考えます。 

 以上、２つの理由から、たとえ、近隣の町議会の多くが、手当を０．１５ヶ月分を加

算する方向だとしても、本議会は自主的に判断すべきと考えます。 

 この種の議案は本来、全会一致で提案できればよかったと思いますが、このような形

になり、残念ですが、現状維持が妥当と考え、本議案に反対いたします。 

 

●議長 

 賛成の討論ございませんか。 

 森岡議員。 

 



 

●５番 

 私は只今提案のありました会議案第１号に賛成の立場より意見を申し上げたいと思い

ます。 

 私は今現状の奈井江町の財政状況を考えた中で、色々判断させて頂きました。 

 今、奈井江町における財政状況につきましては、今年度実施されました町政懇談会に

おいても詳しく説明がありましたように、健全財政、健全化に関わる様々な指標や公債

費の残高、更には基金の計画を上回る積立額等を踏まえ、健全に財政運営をされ、健全

な状況にあると思っておりますし、我々も毎年度の予算審査、決算審査を通し、議会も

同様の認識でいると思っております。 

 このことは、皆さんご存知のように、いち早く身を切る行財政改革に努力を頂いた町

長、それから特別職、職員の、更には町民皆さんの努力が実を結んだものであり、議会

におきましても本則による報酬の削減、更には議会費全体を考慮した中での定数の削減、

自費による研修など、様々な改革によって、現在の財政状況に至るまで議会として一定

の役割を果たしてきていると思います。 

 その中で、本議案は、今年度の人事院勧告に基づき、手当の改定をするものでありま

すが、提案者の補足説明にもありましたように、私はバランスということを重視するも

のであります。  

 私は、奈井江町議会としても、特別職や職員の皆さん、更には近隣の自治体議会との

バランスも考慮の上、更に議員活動のためにも提案の通り、実施をすべきと判断を致し、

賛成するものであります。 

 以上、本案に対する賛成討論と致します。 

 

●議長 

 討論を終わります。 

 会議案第１号を起立により採決します。 

 本案に賛成の方の起立を求めます。 

 

（起立） 

 

●議長 

 着席下さい。 

 起立多数であります。  

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第７ 議案第２号の上程・説明・質疑・討論・採決      （１０時２３分） 

 

●議長 

 日程第７、議案第２号「平成２６年度奈井江町一般会計補正予算（第５号）」を議題



 

とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書の６頁をお開き下さい。 

 議案第２号「平成２６年度奈井江町一般会計補正予算（第５号）」 

 平成２６年度奈井江町の一般会計補正予算（第５号）は次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ８１４万９千

円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４７億３，５６８万５千円とする。 

 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予

算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入、１８款繰入金８１４万９千円を追加し２億８，０３９万６千円、歳入合計８１

４万９千円を追加し４７億３，５６８万５千円。 

 歳出、１款議会費２８万５千円を追加し４，２７８万２千円、３款民生費４０万４千

円を追加し９億４，９３８万５千円、１２款職員費７４６万円を追加し６億９，３７４

万５千円、歳出合計８１４万９千円を追加し４７億３，５６８万５千円。 

 一般会計補正予算（第５号）の概要についてご説明申し上げますが、今回の補正につ

きましては、後ほど提案致します特別会計及び企業会計の補正予算も含めまして、先ほ

ど条例を可決頂きました人事院の勧告に伴う給料等の人件費の精査を行おうとするもの

であります。 

 それでは、補正予算の歳出から説明を致します。 

 １０頁をお開き下さい。 

 議会費では、町議会議員に要する経費で、期末手当の精査により２８万５千円を追加。 

 民生費、社会福祉費の高齢者対策費では、給料等の精査により４０万４千円を追加計

上。 

 １２頁の職員費の職員給与費では、同じく給料等の精査を行い７４６万円を追加計上

致しております。 

 なお、以上における歳入歳出の差８１４万９千円につきましては、９頁、歳入予算の

財政調整基金繰入金を同額追加計上し、収支の均衡を図ったところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 



 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 鈴木議員。 

 

●９番 

 折角ですので、私の方から確認という意味で質問させて頂きます。 

 今ほど一般会計の補正予算ということで、副町長から提案がありました。 

 これが可決されればまた特別会計、企業会計というふうに進んで参りますけれども、

この際、決定ではありませんけれども、総額のことを少し教えて欲しいんですが、一般

会計では、議案にありますように、一般職、教育長を入れて９３名、特別職２名、更に

議員に対する影響額、また下水道でお１人、病院７６、老健で１７名、老福で２３名と

いうふうに、私の方で調べさせて頂いておりますけれども、９月定例会で２．５％独自

削減を行って、そして皆さんにご苦労頂きながら、財政状況を鑑みて、今、進めておら

れると、副町長のお話がありました。 

 その時に、２．５％で、各会計積み上げたものの影響額、いくらぐらいかというお話

を伺ったところ、大綱質疑で確か４千万超えることでの説明があったと思います。 

 今回、このような人勧により、各会計合わせた影響額が、僕の試算では、歳入の方か

ら、ほとんどが歳出の方が人件費に関わるものと、給料、手当、共済、また組合の負担

金ということで、総額で２千万を超える金額になるような気がするんですけれども、こ

の辺を確認の意味でご説明を頂きたい。 

 影響額はいくらになるのか、ということでございます。 

 以上です。 

 

●議長 

 まちづくり課長。 

 

●まちづくり課長 

 私の方から影響額等々についてご説明をさせて頂きます。 

 特別職、町長、副町長、それから教育長と一般職員のそれぞれ各会計の今回の人事院

勧告に基づく給与の影響額ということでいきますと、約１，６８０万円ということで、

各会計の予算計上をさせて頂いているところでございます。 

 

●議長 

 鈴木議員。 

 

●９番 

 計算が間違っておりました。 

 １，６８０万円、いわゆる１，７００万ぐらいの影響だと。 

 したがって、９月で説明あった総額で４千万からこの金額が影響が少なくなるという

ふうに判断したいと思いますし、確認の意味で、先ほど各会計の人数申し上げましたが、



 

合わせて私たち議員も入れて何名になるのか、この影響金額に対して。  

 ここのところ、もう一度確認したいと思います。 

 

●議長 

 まちづくり課長。 

 

●まちづくり課長 

 今回の補正予算によります給与引上げの対象者数ということでございますが、議会は

１０名の方ということになるのかと思います。 

 一般会計におきましては８５名、企業会計については９６名ということで、１８１名

が今回の給与表の改定による増額の影響を受けるということで積み上げてございます。 

 

●議長 

 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第２号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第８ 議案第３号の上程・説明・質疑・討論・採決      （１０時３２分） 

 

●議長 

 日程第８、議案第３号「平成２６年度奈井江町下水道事業会計補正予算（第３号）」

を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 



 

 

●副町長 

 議案書の１５頁をお開き下さい。 

 議案第３号「平成２６年度奈井江町下水道事業会計補正予算（第３号）」 

 平成２６年度奈井江町の下水道事業会計補正予算（第３号）は次に定めるところによ

る。 

 歳入歳出予算の補正、第１条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの

金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 次の頁をお開き下さい。 

 第１表、歳入歳出予算補正。 

 歳入に補正はありません。 

 歳出、１款下水道費９万１千円を追加し７，５３１万円、３款予備費９万１千円を減

額し２３８万２千円、歳出合計、補正額はございませんが、合計で５億８７１万２千円

であります。 

 下水道事業会計補正予算（第３号）の概要につきましても、先ほど申し上げましたと

おり、人事院勧告に伴う人件費の精査でありまして、１８頁の歳出では、下水道費の下

水道整備費、下水道建設費で給料等の精査を行い７万３千円を追加計上。 

 １９頁の下水道維持費で、同じく給料等の精査等を行った結果１万８千円を追加計上

致しております。 

 以上における歳入歳出の差９万１千円につきましては、予備費を減額計上し、収支の

均衡を図ったところであります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第３号を採決します。 



 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第９ 議案第４号の上程・説明・質疑・討論・採決      （１０時３４分） 

 

●議長 

 日程第９、議案第４号「平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計補正予算

（第１号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書２２頁をお開き下さい。 

 議案第４号「平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

号）」 

 総則、第１条、平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業会計補正予算（第１

号）は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出の補正、第２条、平成２６年度奈井江町立国民健康保険病院事業

会計予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 収入に補正はございません。 

 支出第１款、病院事業費用８１８万７千円を追加し１２億２，０３３万円。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正第３条、予算第７条に定

めた経費の金額を、次のように改める。 

 職員給与費７９７万３千円を追加し６億６５０万６千円。 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 本件につきましても、同様でございまして、人事院勧告による人件費の精査でありま

す。 

 補正予算の収益的支出について説明を致します。 

 ２４頁をお開き下さい。 

 病院事業費用、医業費用の給与費では７９７万３千円、経費では２１万４千円をそれ

ぞれ追加計上致しております。 



 

 以上の結果、単年度の実質収支では３８９万１千円の赤字となりますが、繰越実質収

支では２億８，７０３万８千円の黒字を見込んでおります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第４号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第１０ 議案第５号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時３７分） 

 

●議長 

 日程第１０、議案第５号「平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計補正予算（第

１号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 



 

 議案書２６頁をお開き下さい。 

 議案第５号「平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計補正予算（第１号）」 

 総則、第１条、平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計補正予算（第１号）は、

次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出の補正第２条、平成２６年度奈井江町老人保健施設事業会計予算

第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 

 収入に補正はありません。 

 支出第１款、介護老健事業費用１５７万９千円を追加し２億４，６０８万５千円。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正第３条、予算第６条に定

めた経費の金額を次のように改める。 

 職員給与費１５０万９千円を追加し１億２，８０１万２千円。 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 本件につきましても、同様の人事院勧告に伴うものであります。 

 収益的支出から説明致します。 

 ２８頁をお開き下さい。 

 介護老健事業費用、営業費用の給与費では１５０万９千円を追加し、経費で７万円を

それぞれ追加計上しております。 

 以上の結果、単年度実質収支では２，２８９万８千円の赤字となりますが、繰越実質

収支で２，２５７万円の黒字を見込んでおります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑なしと認めます。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第５号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 



 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第１１ 議案第６号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時４０分） 

 

●議長 

 日程第１１、議案第６号「平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計補正予算

（第２号）」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書３０頁をお開き下さい。 

 議案第６号「平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計補正予算（第２号）」 

 総則、第１条、平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計補正予算（第２号）

は、次に定めるところによる。 

 収益的収入及び支出の補正第２条、平成２６年度奈井江町老人総合福祉施設事業会計

予算第３条に定めた収益的収入及び支出の予定額を、次のとおり補正する。 

 収入に補正はありません。 

 支出第１款、介護老福事業費用２５８万４千円を追加し３億６，９９１万９千円。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費の補正、第３条、予算第７条に

定めた経費の金額を次のように改める。 

 職員給与費２４７万４千円を追加し１億５，９９２万３千円。 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 本件につきましても、同様であります。 

 収益的支出から説明致しますので、３２頁をお開き下さい。 

 介護老福事業費用、事業費用の給与費では２４７万４千円、経費では１１万円をそれ

ぞれ追加計上致しております。 

 以上の結果、単年度実質収支では２，３２１万４千円の赤字となりますが、繰越実質

収支では３，６８０万６千円の黒字を見込んでおります。 

 以上、補正予算の概要について説明致しましたので、よろしくご審議の上、ご決定を

お願い致します。 

  

●議長 



 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 鈴木議員。 

 

●９番 

 先ほど一般会計からスタートして、予算書の補正予算についての審議、そして、可決

で進んで参りました。 

 最後になりましたので、町長にお伺いしたいと思います。 

 今ほど説明のあったことについてだけの部分ではありませんけど、先ほど説明があっ

たように総額で約１，７００万円の影響額になると。 

 先ほどから申し上げているように、独自削減によるもので、予定していたものが約４

千万円を超えるものということですけれども、今回の人勧による、いわゆるそれに従う

といったら変ですけれども、その方向でわが町も一般職員に対する給与の改定というこ

とですけれども、先般の道新の記事の中の社説に、道職員給与に上げる関係の部分が載

っておりまして、道もこのような人勧にしたがって、率とそれから手当等も、奈井江町

とは若干違いますけれども、この社説の中で、反対ということでなくて、今回の人勧に

基づいて、総額で約４３億の影響額、道職員ですよ、あるということでございまして、

今回、上げること、道も５兆８千億の借金があるんだけれども、財政が厳しいんだけれ

ども、今回については、道新として、大体概ね評価をしている形で載っているんですけ

れども、道の役割が重みを増している状況の中で、それを支えるのが職員である。 

 だからこそ、今回の給与引上げを職員の士気向上に繋げていきたいと、上げてほしい

というような社説が載っておりました。 

 そこで町長にお伺いしたいのは、私たちが今行っている独自削減と、人勧によるもの

についての改定と、ここの違いについて町長の所見をお伺いし、また、今回の積み上げ

て、若干影響額が変わりましたけれども、これらについて、職員に対する士気向上につ

いての見解をお伺いしたいと思います。 

  

●議長 

 町長。 

 

●町長 

 今の質問でございますが、独自削減、そして人勧による今回の値上げといいますか、

ありますが、ただ、財政状況をきちっと、財政規律を守りながら、町民生活を守ってい

かなければならないという任務がありますから、そういう意味におきまして、今回は、

許される範囲だと、こういうふうに思いますが、同時にやっぱり、気を引き締めながら、

運営していかなければいけないと、こんな思いをしているところでございます。 

 今回の引上げに対してのやはり職員、我々も含めてでございますが、気を引き締めな

がら、やらなければいけないだろうと、こんな気持ちでいっぱいでございます。 

 以上、答弁と致します。 

 



 

●議長 

 他に質疑ありますか。 

 

（なし） 

 

●議長 

 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第６号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

日程第１２ 議案第９号の上程・説明・質疑・討論・採決     （１０時４６分） 

 

●議長 

 日程第１２、議案第９号「工事請負契約の議決事項の変更について」を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 副町長。 

 

（副町長 登壇） 

 

●副町長 

 議案書の６３頁をお開き下さい。 

 議案第９号「工事請負契約の議決事項の変更について」 

 平成２６年４月２３日議会の議決を経た工事請負契約について、奈井江中学校耐震補

強工事。第二期工事でありますが、これの一部を変更したいので、地方自治法第９６条

第１項第５号及び奈井江町財産及び契約に関する条例第２条の規定に基づき、町議会の

議決を求める。 



 

 平成２６年１１月２１日提出、奈井江町長。 

 記と致しまして、契約の金額の変更前の金額は１億４，２０２万円であります。 

 変更後の金額が１億４，７３７万６，８００円となり、これのうち消費税及び地方消

費税の額は１，０９１万６，８００円であります。 

 今回の変更内容につきましては、校舎中庭に面する煙突の劣化部の撤去、補修の追加、

また渡り廊下の基礎部位の延長など、工期の進捗に伴い発生した工事の追加による変更

であります。 

 よろしくご審議の上、ご決定をお願い致します。 

 

●議長 

 説明が終わりましたので、質疑を行います。 

 大矢議員。 

 

●４番 

 変更後の内容については、今、副町長からお話がありましたけれども、この工事の内

容、変更ですけれども、早い段階でよけい掛かるということは分かっていたと思うんで

すけれども、この時期まで延びてきた理由についてお伺いしたいと思います。 

 それともう１点、昨年と違いまして、今年は耐震化についての国の助成が大変厳しく

なって、耐震化以外の工事については、助成の対象になってないかと思うんですけれど

も、その辺、今回、増額分も含めてなんですけれども、町の単独持ち出しになるのか、

国の支援というのは受けられないのかどうか、その辺、お伺いしたいと思います。 

 

●議長 

 教育次長。 

 

●教育次長 

 只今の大矢議員のご質問でございますが、契約変更の方が今の時期まで延びたという

件でございますが、これにつきましては、工事の進捗に合わせたものとなっておりまし

て、今の時期まで工事の方を確定をさせてからということで内容の確定を待ってという

ことで、今の時期になりましたことをご理解を頂きたいと思います。 

 合わせて、２点目の補助金の関係でございます。 

 補助金の関係につきましては、当初予定しておりました工事費でございますが、この

工事費が補助金の配分基礎額をかなり上回るものとなっておりましたので、今回、契約

変更によりまして、工事費自体が増額となっておりますが、補助金自体の見込みについ

ては、変更がないものと考えているところでございますので、ご理解を頂きたいと思い

ます。 

 

●議長 

 大矢議員。 



 

 

●４番 

 補助金に変わりないということなんですけれども、あとの町の持ち出し分については

全て一般会計からまかなうということになりますか。 

 その辺もう一度お願いします。 

 

●議長 

 教育次長。 

 

●教育次長 

 補助金以外でございますが、補助金以外につきましては、３つの起債の方を申請をし

ているところでございます。 

 そちらにつきましては、現在、精査を進めているところでございますので、今の段階

で、確定した数値を申し上げるところまでには至っておりませんので、ご理解を頂きた

いと思います。 

 よろしくお願い致します。 

 

●議長 

 大矢議員。 

 

●４番 

 まず金額が確定してないということなので、詳しい話は出来ないという話なんですけ

れども、一般の企業債等でしたら殆ど自己資金で全部まかなわれるわけですけれども、

資金対応することによって国からの支援がどの程度受けられるのか、金額ベースではな

くてどういうふうなことになるのか、伺います。 

 

●議長 

 くらしと財務課長。 

 

●くらしと財務課長 

 只今の起債に対します財政措置の関係だと思われますが、今回の耐震化工事につきま

しては、３つの起債を予定をしてございます。 

 １つが、全国防災事業債になりますが、こちらにつきましては、充当率が１００％で、

今年度の地方財政措置、元利償還金に対する交付税措置が８０％、もう１つが、緊急防

災事業債、こちらにつきましては、今年度の元利償還金に対します交付税措置が７０％、

もう１つが補正予算債ということで、こちらは、地方交付税措置が５０％というような

制度の内容となってございますので、ご理解を頂きたいと思います。 

 

●議長 



 

 質疑を終わります。 

 討論を行います。 

 

（なし） 

 

●議長 

 討論なしと認めます。 

 議案第９号を採決します。 

 本案は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

（異議なし） 

 

●議長 

 異議なしと認めます。 

 本案は、原案のとおり可決されました。 

                                

                                       

閉会   

 

●議長 

 以上で、本臨時会に付議された案件の審議は、全部終了しました。 

 平成２６年奈井江町議会第２回臨時会を閉会します。 

 皆さん大変ご苦労さまでした。 

 

                                       

                               （１０時５４分） 

 

 


